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～７月１日
７月２日
午前０時

7月２日
８：３０～

７月３日
午前０時

7月1日に特別警報が
発令された場合

１日中に
特別警報
解除

通常通りの登校

５校時（13：50～）
始業

(例)

※「特別警報」が解除された日付をもとに臨時休業が決まります。（解除された日の翌日５校時から始業となります。）

５校時（13：50～）
始業

7月３日
８：３０～

臨時休業

7月２日
１３：５０～

7月1日に特別警報が
発令され，７月２日
に解除になった場合

特別警報発令中
（7月２日中に解除）

臨時休業 臨時休業

 


